
　住民異動の各種届出の際、届出された方の本人確認を実施しておりますが、

平成２０年５月１日から、この本人確認が法律で定められ、より厳格になり

ました。

　第三者からの偽り、その他不正な届出を防止するために実施しております

ので、皆様のご協力をお願いいたします。

○　対象となる届出

  すべての住民異動届（転入届、転居届、転出届、世帯変更届 など）

○　本人確認の書類

１点の提示でよいもの（官公署が発行した本人の顔写真付の証明書

など）

  ・運転免許証

  ・運転経歴証明書（ただし、平成２４年４月１日以降に交付され

　　たもの）

  ・パスポート

　・在留カード又は特別永住者証明書

  ・住民基本台帳カード（写真付）  など
２点の提示が必要なもの

  ・各種健康保険被保険者証

  ・年金手帳・証書

  ・介護保険被保険者証

  ・市内路線バス高齢者優待乗車証

  ・社員証  など　　　

○　本人確認書類をお持ちでない場合

　本人確認書類をお持ちでない場合でも届出できますが、窓口にお

いて口頭により、本人確認をさせていただく場合があります。

また、異動対象者ご本人宛に届出を受理した旨の通知をいたします。

○　本人確認書類のコピーについて

　代理人が届出をした場合は、本人確認書類をコピーさせていただ

く場合があります。

問い合せ先：住民課住民記録係

℡（０１４４）３２－６２９７（直通）

住民異動届の本人確認書類の提示にご協力ください
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